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１ 総合労働相談等の状況 

(１) 相談等件数 〔第１図(２頁)、第５図(５頁)〕 

・総合労働相談件数          18,207件（前年度比 0.3%減） 

 →うち民事上の個別労働紛争相談件数  4,908件（ 同   0.5%増） 

     ・助言・指導申出受付件数          220件（ 同  28.8%減） 

   ・あっせん申請受理件数            48件（ 同  11.6%増） 

(２) 総合労働相談件数は、前年度から 0.3％減少したが、４年連続で１万５千

件を超えた。〔第１図(２頁)〕 
２ 民事上の個別労働紛争に係る相談内容の傾向 

相談内容の傾向として、『いじめ・嫌がらせ』、『自己都合退職』に関す

る相談が顕著であり、『いじめ・嫌がらせ（20.8％）』と『自己都合退職（14.8％）』

に関する相談の割合は依然高く、全体の35.6%を占めている。〔第２図（３頁）〕 
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令和３年度における個別労働紛争解決制度の状況について取りまとめました 
   ～総合労働相談件数は４年連続で１万５千件を超え、 

        「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」等に関する相談が増加傾向～ 

 

熊 本労 働 局（ 局長  新田 峰 雄 ）では 、令 和３ 年 度（ 令 和 ３年 ４ 月 ～令

和 ４年 ３ 月 ）にお け る個 別 労 働紛 争 解 決制 度 の 施行 状 況 を取 り ま とめ ま

し た。 概 要 は、 次 の とお り で す。  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※「いじめ・嫌がらせ」には、中小企業における職場のパワーハラスメントに関するも

のを含みます。

Press Release 
令和４年８月２９日 

【照会先】 

熊本労働局雇用環境・均等室 

室 長  北口 健一 

労働紛争調整官   福嶋 沙知絵 

（電話）（０９６）３５２-３８６５ 
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１ 総合労働相談の状況 
（１） 総合労働相談件数について〔第１図〕  

熊本労働局では、労働問題に関する相談に対応するために、熊本、八

代、玉名、人吉、天草、菊池の各労働基準監督署及び熊本労働局に総合

労働相談コーナーを設置している。 

令和３年度に寄せられた相談件数は、 

・ 総合労働相談件数（注１）        18,207 件 

→うち民事上の個別労働紛争件数（注２）  4,908 件 

であった。 

前年度と比べて、総合労働相談件数は 62 件減少(前年度比 0.3％減)し、

民事上の個別労働紛争相談件数は 22 件増加(前年度比 0.5％増)した。 

 

第 1 図 総合労働相談件数の推移 

 
（注1） 「総合労働相談件数」は、熊本労働局、県内各労働基準監督署に、あらゆる

労働問題に関する相談にワンストップで対応するために設置した総合労働

相談コーナーにおいて、受理した労働相談件数。 
 

（注2） 「民事上の個別労働紛争」とは、労働条件その他労働関係に関する事項につ

いての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働基準法等の違反に関するも

のを除く）のこと。 
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（２）民事上の個別労働紛争相談の内訳について〔第２図・第３図〕 

令和３年度の民事上の個別労働紛争件数（4,908 件）の内訳では、延べ

相談件数 7,255 件（注１）（前年度 7,342 件）のうち、「いじめ・嫌がらせ」

が 1,508 件（全体に占める割合:20.8％）と前年度の 1,296 件と比べ 212

件（16.4％）増となり、４年連続で 1,000 件を超えた。 

また、「自己都合退職」1,076 件（全体に占める割合:14.8％）は前年度

の 798 件と比べ 278 件（34.8％）増となった。 

 

（注1） 個別紛争相談件数は 4,908 件で集計しているが、１件の相談で複数項目

の相談があるため、延べ相談件数は 7,255 件となるもの。 

 

（注2） 「その他」は、「募集・採用」、「昇給・昇格」、「労働契約の承継」、「人

事評価」、「採用内定取消」、「定年・年齢差別」、「教育訓練」、「その他」の合計

である。 

 

第 2 図 民事上の個別労働紛争相談の内訳（相談内容） 

ほか 計 3,463 件 
賠償        138 件 1.9％ 
出向・配置転換   134 件 1.8% 
雇止め         96 件 1.3% 
懲戒処分       66 件 0.9% 
雇用管理等      32 件 0.4% 
その他の労働条件  2,226 件 30.7% 
その他        771 件 10.6% 

令和３年度 

民事上の個別労働紛争 

相談件数 

計 7,255 件 

いじめ・嫌がらせ 
1,508 件 
20.8% 

自己都合退職 
1,076 件 
14.8% 

解雇 
445 件 6.1% 

退職勧奨 
416 件 
5.7% 

労働条件引下げ 
347 件 4.8% 
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第 3 図  民事上の個別労働紛争相談の主な相談内容の推移 

 
 

（３）民事上の個別労働紛争相談者の内訳について〔第４図〕 

令和３年度の民事上の個別労働紛争件数（4,908 件）の内訳のうち、「労

働者」が 4,077 件(全体に占める割合:83.1％)と大半を占めており、その

内訳でも「正社員」が 1,803 件（36.7％）と最も多い。 

 

第 4 図  民事上の個別労働紛争相談者の内訳（就労形態）

 

正社員 
1,803 件 
36.7% 

短時間労働者 
752 件 
15.3% 

有期雇用労働者 
308 件 6.3% 

その他・不明 
1,833 件 
37.3% 

相談者の種類 
労働者 4,077 件  83.1% 
事業主  378 件   7.7% 
その他  453 件   9.2% 

令和３年度 

民事上の個別労働紛争 

相談件数 

計 4,908 件 

派遣労働者 
212 件 4.3% 
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２ 助言・指導及び紛争調整委員会について 
（１）運用件数について〔第５図〕  

相談への対応を実施しても、紛争の自主的解決に至らなかった事案につ

いては、労使間の民事上の個別労働紛争の解決を図るため、 

① 労働局長による助言・指導 

② 紛争調整委員会によるあっせん 

の対応を実施しており、これらの令和３年度の件数は、 

  ・助言・指導申出受付件数  220 件 

  ・あっせん申請件数     48 件 

であった。 

前年度と比べて、助言・指導申出受付件数は 89 件(前年度比 28.8％)減

少し、あっせん申請件数は 5 件（前年度比 11.6％) 増加した。  
 

第 5 図  助言・指導申出件数及びあっせん申請件数の推移 

 
 
 

 

【「紛争調整委員会によるあっせん」とは】 

紛争調整委員会は、弁護士、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学

識経験者により組織された委員会であり、熊本労働局内に設置されている。 

  この紛争調整委員会の委員(計６名)のうちから指名されたあっせん委員が、

紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。 
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（２）助言・指導の申出内容について〔第６図、第７図〕  
令和３年度の助言・指導申出受付 220 件の内容の内訳は、「自己都合退

職」が 48 件（21.8％）、「いじめ・嫌がらせ」が 19 件（8.6％）、「解雇」

及び「労働条件引下げ」が 11 件（5.0％）、と続いている。前年度は「自

己都合退職」が最も多く 43 件（13.9%）であったが、今年度は更に「自己

都合退職」の比率が大きいものとなった。 

 

(注)「その他」は、｢募集・採用｣、｢懲戒処分｣、「定年・年齢差別」、「人事評価」、

「その他」の合計である。 

第 6 図  助言・指導申出内容の内訳 

 

第 7 図  助言・指導申出の主な内容の推移 

 

いじめ・嫌がらせ 
19 件 8.6% 

自己都合退職 
48 件 
21.8% 

解雇 
11 件 5.0% 

労働条件引き下げ 
11 件 5.0% 

ほか 計 124 件 
退職勧奨       6 件  2.7% 
雇止め        3 件  1.4% 
昇給・昇格      3 件  1.4% 
雇用管理等      3 件  1.4% 
募集・採用      2 件  0.9% 
その他の労働条件   96 件 43.6% 
その他        11 件  5.0% 

令和３年度 

労働局長の助言・指導 

申出件数 

計 220 件 

出向・配置転換 
7 件 3.2% 
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（３）助言・指導申出者の内訳について〔第８図〕 

令和３年度の助言・指導申出件数（220 件）については、全て「労働者」

からの申出であり、その内訳でも「正社員」が 120 件（54.5％）と最も多

い。 

第 8 図  助言・指導申出者の内訳 

 
（４）あっせんの申請内容について〔第９図〕 

令和３年度のあっせん申請受理件数は 48 件であり、その内訳は、「いじ

め・嫌がらせ」に関するものが 21 件（43.8％）と最も多く、「解雇」及び

「退職勧奨」に関するものが 6 件（12.5％）と続いている。 

 

第 9 図  あっせん内容の内訳 

 
解雇 

6 件 12.5％ 
 

出向・配置転換 
4 件 8.3% 

いじめ・嫌がらせ 
21 件 43.8% 

退職勧奨 
6 件 12.5％ 

ほか 計 11 件 
雇止め      3 件  6.3% 
労働条件引下げ  2 件  4.2% 
その他の労働条件 3 件  6.3% 
その他      3 件 6.3％ 

令和３年度 

あっせん申請 

受理件数 

計 48 件 

令和３年度 

労働局長の助言・指導 

申出件数 

計 220 件 

正社員 
120 件 
54.5% 

短時間労働者 
53 件 24.1% 

有期雇用労働者 
25 件 11.4% 

派遣労働者 
12 件 5.5% 

その他・不明 
10 件 4.5% 
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（５）あっせん事案にかかる労働者就労状況の内訳について〔第１０図〕 

令和３年度のあっせん申請件数（48 件）の内訳のうち、「労働者」が申

請しているものは 47件(全体に占める割合:97.9％)とほとんどを占めてい

る。 

また、あっせん事案にかかる労働者の就労状況内訳は「正社員」が 33

件（68.8％）と最も多い。 

第１０図  労働者就労状況の内訳 

 
 

正社員 
33 件 
68.8% 

有期雇用労働者 
8 件 

16.7% 

短時間労働者 
4 件 8.3% 

あっせん申請者の種類 
労働者 47 件  97.7% 
事業主  1 件   2.3% 

令和３年度 

あっせん申請 

受理件数 

計 48 件  

派遣労働者 
2 件 4.2% 

その他・不明 
1 件 2.1% 
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 令和３年度の助言・指導の事例 

 
事例１：自己都合退職に係るもの 

事案の概要 
代表者に口頭で退職の意思を伝えたうえで退職願を提出したが、業

務繁忙を理由に退職願の受理を断られたため、退職を認めるように助

言の申し出があったもの。 

助言・指導の 
ポイント・結果 

民法第６２７条の退職に関する定めを説明したところ、申出人が

希望した日での退職が認められた。 

  

事例２：その他の労働条件（年次有給休暇）に関するもの 

事案の概要 

入社から６か月経過後に有給休暇を取得しようとしたところ、「雇

用保険資格取得から６か月を経過していないため、まだ有給休暇が発

生していない。」と事業主から言われたとして、年次有給休暇制度に

ついての説明を求める助言の申し出があったもの。 

助言・指導の 
ポイント・結果 

労働基準法第 39 条に定める有給休暇制度について説明したとこ

ろ、申出人の希望どおりに有給休暇の取得が認められた。 

別添１ 
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別添２  

令和３年度のあっせんの事例 

 
事例１： いじめ・嫌がらせに係るもの 

事案の概要 
同僚等からのいじめ、陰口、悪口等について、会社担当者に相談

をしたが、職場環境の改善がなされなかったことについて、身体

的・精神的な苦痛に対する慰謝料として 50 万円の支払いを求めた。 

あっせんの 
ポイント・結果 

双方の主張に隔たりがあったが、あっせん委員が歩み寄りを求め

た結果、解決金として被申請人が 30 万円を支払うことで合意に達

した。 

  

事例２：退職勧奨に係るもの 

事案の概要 

事業主から強く退職を求められたため、申請人自身には退職の意

思はなかったにも関わらず、退職せざるを得なくなったことについ

て、経済的損失及び精神的苦痛に対する補償として１か月賃金相当

額を求めた。 

あっせんの 
ポイント・結果 

双方の主張に隔たりがあったが、あっせん委員が歩み寄りを求め

た結果、解決金として被申請人が１か月賃金相当額を支払うこと

で、合意に達した。 
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個別労働紛争の解決システム 

企 業 

労働者 事業主 

自主的解決 

都道府県労働局 

総合労働相談コーナー 
労働問題に関する相談、情報提供のワンストップサービス 

紛争解決援助の対象とすべき事案 

都道府県労働局長 

による助言・指導 

紛争調整委員会 

あっせん委員（学識経

験者）によるあっせ

ん・あっせん案の提示 

法違反に対する指導・監督など 

 

都道府県(労政

主管事務所、労

働委員会等)、

法テラス、労使

団体における

相談窓口 

連
携 

労働基準監督署、公共職業安定所、雇用環境・均等室

紛争 

熊本労働局総合労働相談コーナー 

０９６－３１２－３８７７ 
このほか、熊本、八代、玉名、人吉、天草、菊池の 

県内各労働基準監督署にも設置 

別添３ 
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【労働関係法令に定められたハラスメント等】 
 
◆セクシュアルハラスメントとは 

 「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」に対す

る労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性

的な言動」により就業環境が害されること。男女雇用機会均等法第 11 条第１

項及び指針によりセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の

措置を講じることが事業主に義務付けられている。 

 

◆妊娠・出産・育児休業等に係るハラスメントとは 

 「職場」において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、

育児休業等の利用に関する言動）により妊娠・出産した「女性労働者」や育

児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること。男女

雇用機会均等法第 11 条第３項及び育児・介護休業法第 25 条並びに指針によ

り、妊娠・出産・育児休業等に係るハラスメントの防止措置を講じることが

事業主に義務付けられている。 

 

◆パワーハラスメントとは 

 職場において行われる「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害され

るもの」すべての要素を満たすもの。労働施策総合推進法第 32 条の 2 及び指

針によりパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じるこ

とが事業主に義務付けられている。（大企業：令和２年６月１日施行、中小企

業：令和４年４月１日施行。） 

 

◆妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いとは 

事業主が女性労働者の妊娠・出産等や男女労働者の育児休業等を申出・取

得したことを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止すること。 

男女雇用機会均等法第９条第３項及び育児・介護休業法第 10 条等により、

解雇その他不利益な取扱いを禁止している。 

別添４ 


